
「
介
護
就
職
デ
イ
」福
祉
関
係

合
同
面
接
会

　

仕
事
を
お
探
し
の
皆
さ
ん
と

企
業
の
採
用
担
当
者
が
一
堂
に

会
し
、
お
互
い
に
理
解
を
深
め

な
が
ら
直
接
対
話
で
き
る
機
会

で
す
。

　

福
祉
関
係
へ
の
就
職
を
希
望

し
て
い
る
皆
さ
ん（
新
規
学
校
卒

業
予
定
者
を
含
む
）、
合
同
説
明

会
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
郡
山
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
日
時　

11
月
14
日
㊌
午
後
１
時
30
分
か

ら
午
後
４
時
ま
で

〇
会
場

　

ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

　

多
目
的
展
示
ホ
ー
ル
B

〇
対
象

福
祉
関
係
へ
就
職
を
希
望
し

て
い
る
求
職
者（
新
規
学
校
卒

業
予
定
者
を
含
む
）

〇
参
加
企
業　

約
30
社（
予
定
）

〇
主
催　

福
島
労
働
局
、
ハ
ロ
ー

　

ワ
ー
ク
郡
山

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
郡
山（
人
材
確

保
対
策
コ
ー
ナ
ー
）

☎
０
２
４

−

９
４
２

−

８
６
０
９

　

部
門
コ
ー
ド
41
＃

ふ
る
さ
と
・
ふ
く
し
ま
合

同
就
職
面
接
会
in
郡
山

２
０
１
８
を
開
催
し
ま
す

　

福
島
労
働
局
で
は
、
東
日
本

大
震
災
お
よ
び
東
京
電
力
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
た

め
避
難
し
て
い
る
方
、
大
卒
者

な
ど（
既
卒
者
）を
含
む
Ｕ
・
Ｉ
・

Ｊ
タ
ー
ン
希
望
者
な
ど
を
対
象

と
し
た
合
同
就
職
面
接
会
を
開

催
し
ま
す
。

〇
日
時

11
月
９
日
㊎
午
後
１
時
か
ら
午

後
３
時
ま
で

〇
場
所

　

ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

　

多
目
的
展
示
ホ
ー
ル
Ａ

〇
参
加
企
業　

40
社
程
度

※
参
加
企
業
は
福
島
労
働
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し

て
い
ま
す
。

〇
そ
の
他

　

事
前
申
込
不
要
、
参
加
無
料

〇
主
催

　

厚
生
労
働
省
福
島
労
働
局

〇
共
催　

　

福
島
県

問
福
島
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業

対
策
課　

☎
０
２
４

−

５
２
９

−

５
４
３
８

無
料
調
停
相
談
会

　

夫
婦
関
係
や
親
族
間
の
も
め

ご
と
、
土
地
建
物
、
借
入
債
務
、

交
通
事
故
な
ど
の
も
め
ご
と
に

つ
い
て
、
裁
判
所
の
調
停
委
員

が
秘
密
厳
守
、
無
料
に
て
調
停

で
解
決
す
る
手
続
き
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。
弁
護
士
の
委
員
も

参
加
し
ま
す
。
直
接
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

〇
日
時
　

11
月
９
日
㊎
午
前
10
時
か
ら
午

後
４
時
30
分
ま
で

〇
会
場
　

　
田
村
市
船
引
公
民
館

問
福
島
地
方
裁
判
所
郡
山
支
部
庶
務
課

☎
０
２
４

−

９
３
２

−

５
６
５
６

司
法
書
士
に
よ
る
成
年
後
見

相
談
会
の
開
催

　

高
齢
者･

障
が
い
者
に
関
わ
る

法
律
問
題
や
遺
言
・
相
続
・
遺

産
分
割
・
贈
与
・
登
記
な
ど
、

皆
さ
ん
の
身
の
回
り
で
お
困
り

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

　
「
福
島
県
司
法
書
士
会
」と「
成

年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ

ポ
ー
ト
ふ
く
し
ま
支
部
」で
は
、

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
日
時　

11
月
７
日
㊌
午
後
６
時
か
ら
午

後
８
時
20
分
ま
で

〇
会
場　

郡
山
市
労
働
福
祉
会
館

☎
０
１
２
０

−

８
１

−

５
５
３
９

（
平
日　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
）

問
福
島
県
司
法
書
士
会
・
成
年

後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル

サ
ポ
ー
ト
ふ
く
し
ま
支
部

☎
０
２
４

−

５
３
４

−

７
５
０
２

自
賠
責
切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

自
賠
責
保
険･

共
済
は「
交
通

事
故
被
害
者
を
救
済
す
る
基
本

的
な
対
人
賠
償
の
確
保
」
と
、

万
一「
交
通
事
故
の
加
害
者
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
経
済

的
負
担
を
補
う
」制
度
で
す
。
す

べ
て
の
ク
ル
マ
・
バ
イ
ク
１
台

ご
と
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
い
っ

そ
う
自
賠
責
制
度
の
役
割
や
重

要
性
、
保
険
金
・
共
済
金
の
支

払
い
の
し
く
み
な
ど
を
十
分
に

理
解
・
認
識
す
る
こ
と
が
と
て

も
大
切
で
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
自

動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ

き
、
原
動
機
付
き
自
転
車
を
含

む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
自
賠

責
保
険
・
共
済
な
し
で
運
行
す

る
こ
と
は
法
令
違
反
で
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
国
土
交
通
省
東
北
運
輸
局
福
島

運
輸
支
局　

輸
送
・
監
査
部
門

☎
０
２
４

−

５
４
６

−

０
３
４
５
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